
第９７号議案 

 

 

 

   中野区産業振興センター条例の一部を改正する条例 

 

 

 

 上記の議案を提出します。 

 

 

 

  令和５年１１月２７日 

 

 

 

提出者 中野区長  酒 井 直 人    

 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

 施設の利用料金及び使用料の限度額を改定するとともに、令和６年

７月１日から当分の間のスポーツ施設に係る利用料金及び使用料の限

度額の特例措置を定める必要がある。 



中野区産業振興センター条例の一部を改正する条例 

 

 中野区産業振興センター条例（平成２５年中野区条例第１６号）の

一部を次のように改正する。 

 附則に次の１項を加える。 

５ 令和６年７月１日から当分の間、別表第１の規定の適用について

は、同表体育室の項中「６，１００円」とあるのは「３，１００円」

と、「９，４００円」とあるのは「４，７００円」と、「１２，７

００円」とあるのは「６，４００円」と、「３００円」とあるのは

「２００円」と、同表小体育室の項中「１，０００円」とあるのは

「５０ ０円 」と 、「 １， ６０ ０円 」 とある のは 「８ ００ 円」 と、

「２，４００円」とあるのは「１，２００円」と、「３００円」と

あるのは「２００円」とする。 

 別表第１多目的ホールの項中「５，０００円」を「２，７００円」

に、「７，７００円」を「４，２００円」に、「１０，４００円」を

「５，６００円」に改め、同表体育室の項中「５，０００円」を「６，

１００円」に、「７，７００円」を「９，４００円」に、「１０，４

００円」を「１２，７００円」に、「２３０円」を「３００円」に改

め、同表小体育室の項中「８００円」を「１，０００円」に、「１，

３００円」を「１，６００円」に、「２，０００円」を「２，４００

円」に、「２３０円」を「３００円」に改める。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和６年７月１日（以下「施行日」という。）から

施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２  施行 日前に 中野区 産業振 興セン ター条例 別表第 １に掲 げる施 設



（体育室及び小体育室を除く。）について施行日以後に係る使用の

承認を行う場合の利用料金及び使用料の限度額については、改正後

の同表（体育室の項及び小体育室の項に係る規定を除く。）の規定

を適用した額とする。 

３ この条例の施行の際現に使用の承認（前項に規定する場合の使用

の承認を除く。）を受けている者の利用料金及び使用料については、

なお従前の例による。 


